
 

 

令和５年度仙台市人事行政の運営等の状況について 

 

令和 6年 10月 31日 

 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 58 条の２及び仙台市人事行政の運営等の状況の公表に関す

る条例（平成 17 年仙台市条例第３号）第６条の規定に基づき，令和５年度の市職員の人事，給与や福利厚生

等の状況及び人事委員会の業務の状況を次のとおり公表します。 

 

 

Ⅰ 各任命権者の人事行政運営状況の概要（条例第２条及び第３条関係） 

 

１  職員の任免及び職員数に関する状況 

２  職員の人事評価の状況 

３  職員の給与の状況 

４  職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

５  職員の休業の状況 

６  職員の分限及び懲戒処分の状況 

７  職員の服務の状況 

８  職員の退職管理の状況 

９  職員の研修の状況 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

Ⅱ 人事委員会の業務の状況（条例第４条及び第５条関係） 

 

１ 職員の競争試験及び選考の状況 

２ 給与，勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況 

３ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

４ 不利益処分に関する審査請求の状況 
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Ⅰ 各任命権者の人事行政運営状況の概要（令和５年度） 

 

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

本市の職員数は，新型コロナウイルス感染症対応業務の縮小等による減員を実施する一方，公立保

育所運営体制の確保，児童相談所の体制強化等により，令和６年４月１日現在，前年同日に比べて 80

人増員しました。 

新たな行政需要に的確に対応していくため，必要な人員数を確保しながら，既存事業の見直しや事

務処理の効率化などにより，引き続き職員数の適切な管理を行っていきます。 

 

１－１ 職員数 

                   （各年度 4 月 1 日現在） 

区 分 
職員数（人） 増減数 

(▲は減少) 
主な増減理由 

令和 5 年 令和 6 年 

市 長 部 局 等 5,244 5,340 96 
公立保育所運営体制の確保，児童相談所の体

制強化等 

消  防  局 1,109 1,140 31 救急隊新設等 

教  育  局 6,090 6,031 ▲59 
市立学校における学級数の変動に伴う教育

職員の減 

水  道  局 407 406 ▲1 育児休業加配の解消 

交  通  局 783 799 16 安定運行のための体制強化等 

ガ  ス  局 310 309 ▲1 業務体制の見直し等 

市 立 病 院 892 890 ▲2 退職者の不補充 

合     計 14,835 14,915 80  

（注）市長部局等には，議会事務局・選挙管理委員会事務局・監査事務局・農業委員会事務局・人事委

員会事務局を含みます。 

（注）教育局には，県費負担教職員の権限移譲による市立小・中学校等の教職員分を含みます。 

 

（各年度 4 月 1 日現在） 

 

 

  

区 分 
職員数（人） 増減数 

(▲は減少) 令和 5 年 令和 6 年 

定年前再任用短時間勤務職員 ― 45 45 

短時間勤務（暫定）再任用職員（全市計） 540 437 ▲103 

会計年度任用職員（フルタイム）（全市計） 179 189 10 
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１－２ 職員の採用及び退職者数 

（１）試験等区分毎採用者数 

令和 4 年度に行われた職員採用試験等に基づいて，令和 5 年 4 月 1 日をはじめ令和 5 年度中に

採用された職員数は以下のとおりです。 

 

大学卒程度等 高校卒程度等 社会人経験者   

区分 採用者数 区分 採用者数 区分 採用者数   

事務 101 事務 19 事務 49   

福祉 14 土木 1 土木 13   

衛生 5 建築 1 建築 5   

土木 15 機械 1 機械 6   

建築 6 消防士 8 電気 4   

機械 8 学校事務 2     

電気 5 短大卒程度等 選考その他   

化学 4 区分 採用者数 区分 採用者数   

造園 2 保育士 15 障害者選考 3   

獣医師 1 保育士(育休任期付) 25 歯科医師 1   

心理 6 保育士( 任 期 付 )  44 回転翼航空機操縦士 2   

保健師 12 栄養士 1 回転翼航空機整備士 1   

消防士 13 看護師 18 文化財主事 2   

教員 279 看護師(育休任期付) 6 高速鉄道運輸職員 13   

  動物飼育員 1 自動車運転手 20   

  学校事務 6 医師 36   

    診療情報管理士 3  採用者数計 

    臨床検査技師 4  696 

 

 

（２）退職者数（令和 5 年度中に退職した者） 

区 分 定年 勧奨・募集 

60歳到達

年度末以降

の退職 

死亡 
自己都合 

その他 
計 

市長部局等 1 36 29 0 101 167 

消防局 0 3 2 0 9 14 

教育局 0 24 73 4 81 182 

水道局 0 3 3 0 2 8 

交通局 0 2 4 2 5 13 

ガス局 0 0 3 0 3 6 

市立病院 2 8 5 0 62 77 

合  計 3 76 119 6 263 467 
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１－３ 昇任の状況 

令和 6 年 4 月 1 日付定期人事異動での昇任者数 

 市長部局等 消防局 教育局 水道局 交通局 ガス局 市立病院 合計 

局長級 
8 

(2) 

1 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

0 

(0) 

1 

(0) 

10 

(2) 

次部長級 
29 

(6) 

3 

(0) 

2 

(0) 

2 

(0) 

1 

(0) 

2 

(0) 

1 

(0) 

43 

(6) 

課長級 
77 

(34) 

9 

(0) 

6 

(2) 

4 

(0) 

6 

(0) 

3 

(0) 

4 

(1) 

111 

(38) 

係長級 
123 

(51) 

8 

(1) 

8 

(4) 

14 

(3) 

8 

(1) 

3 

(0) 

4 

(3) 

166 

(62) 

主任級 
145 

(67) 

14 

(0) 

19 

(14) 

10 

(1) 

33 

(4) 

4 

(2) 

15 

(14) 

240 

(103) 

（注）各欄の（ ）内は，女性の数で内数です。 

 

 教育局 

校長 
43 

(9) 

副校長 
0 

(0) 

教頭 
48 

(13) 

主幹教諭 
29 

(9) 

（注）各欄の（ ）内は，女性の数で内数です。 

 

 

２ 職員の人事評価の状況  

地方公務員法の改正に伴い，人材育成や職員の意欲向上等にさらに効果的な人事評価を実施するた

め，平成 28 年度より制度の見直し・拡充を行い，全ての職員において能力評価と業績評価の二本立

ての評価を実施しています。 

能力評価は，各々の職位や年齢等に応じた評価の区分ごとに，果たすべき役割・行動などを評価の

観点として示し，自己評価と上司からの評価を行っています。また，管理職員の一部においては，上

司と部下とのかかわりという観点について，部下からの評価を併せて行っています。 

 業績評価は，目標管理手法を取り入れ，組織目標に沿って設定した職務遂行上の目標に対する達成

状況等について，自己評価と上司からの評価を行っています。 

 

《市長部局等における対象者数》 

（管理職員の人事評価）  （係長職以下職員にかかる人事評価） 

局長職の職員 31 人 係長職の職員 871 人 

次長職の職員 27 人 主任職の職員 1,315 人 

部長職の職員 97 人 主事職の職員 758 人 

課長職の職員 482 人 初任層の職員 1,400 人 

  技能職（主査・主任）の職員 88 人 

  技能職（一般職員級）の職員 14 人 
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３ 職員の給与の状況 

 

○給与決定の仕組み 

例年，仙台市人事委員会で，市内の民間事業所の給与などについて調査研究を行い，それに基づい

て市職員の給与勧告を行っています。 

市職員の給与は，この勧告のほか，国や他の地方公共団体との均衡を考慮して，市議会での審議を

経て条例により決定されます。 

また，各公営企業の職員の給与については，条例で定められた市長部局等の職員に準じて，各企業

においてそれぞれ決定されます。 

○職員給与の構成 

給与は，基準給与としての給料と，通勤手当などの諸手当によって構成されます。給料は，「職員の

給与に関する条例」等に従い，給料表により決定されます。 

給料表は，職種に応じて行政職，消防職，教育職，医療職，技能職，企業職など 15 種類あり，職務

の複雑さ，困難さ及び責任の程度に基づいて，それぞれ，いくつかの級に分けられます。 

 

給与 

毎月支給 勤務した実績に応じて支給 半期毎に支給 退職時に支給 

給料 
地域・扶養・ 

住居・通勤手当 
時間外勤務手当 特殊勤務手当 期末・勤勉手当 退職手当 

 

以下では，主に市長部局等の職員の給与について記載しますが，公営企業を含めたより詳細な給与

の状況については，「市職員給与などのあらまし」として，仙台市ホームページで公表しますので，

そちらをご覧ください。 

 

 

３－１ 人件費等の状況 

 

（１）人件費の状況（普通会計決算） 

区分 

住民基本 

台帳人口 

（令和 5 年度

末） 

歳出額 

A 
実質収支 

人件費 

B 

人件費率 

B／A 

（参考） 

令和 4 年度の

人件費率 

令和 5 年度 
1,061,450 

人 

583,937,600 

千円 

4,069,471 

千円 

114,346,658 

千円 

19.6 

％ 

20.4 

％ 

（注）１ 人件費は，一般職員の給与に，市長や議員などの特別職の報酬や共済費（社会保険料の事業

主負担相当分）などを加えたもので，事業費に含まれる職員の人件費も含みます。 

   ２ 普通会計とは，ほかの都市等との比較がしやすいように共通の基準で調製したものです。 
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（２）職員給与費の状況（普通会計決算） 

区分 
職員数 

A 

給与費 １人当たり 

給与費 

B／A 
給料 職員手当 

期末・ 

勤勉手当 

計 

B 

令和 5 年度 
12,240 

人 

49,159,782

千円 

12,353,246 

千円 

20,359,450 

千円 

81,872,478 

千円 

6,689 

千円 

（注）１ 職員手当には退職手当を含みません。 

２ 職員数は令和 5 年 4 月 1 日現在の人数です。 

 

３－２ 職員の平均給料月額，平均給与月額および平均年齢（令和 6年 4月 1日現在） 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

一般行政職 41.3 歳 323,300 円 435,309 円 

技能労務職 53.8 歳 351,000 円 418,804 円 

教育職 41.7 歳 346,978 円 403,763 円 

（注）１ 「平均給料月額」とは，令和 6 年 4 月 1 日現在における職員の給料の平均です。 

２ 「平均給与月額」とは，給料月額と毎月支払われる扶養手当，地域手当，住居手当，時間外

勤務手当などの諸手当の額を合計したものです。 

３ 「一般行政職」とは，主に本庁舎や区役所等に勤務する事務職員や技術職員のことです。 

  「技能労務職」とは，主に給食調理や学校の用務等に従事する職員です。 

 

３－３ 職員の初任給の状況（令和 6年 4月 1日現在） 

区分 初任給 

一般行政職 
大学卒 201,200 円 

高校卒 167,100 円 

技能労務職 高校卒 167,100 円 

教育職 大学卒 222,000 円 

 

３－４ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額（令和 6年 4月 1日現在） 

区分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年 

一般行政職 
大学卒 281,064 円 332,237 円 369,709 円 

高校卒 235,268 円 271,338 円 335,220 円 

技能労務職 高校卒 －円 －円 325,800 円 

教育職 大学卒 322,728 円 366,437 円 390,173 円 

（注） 経験年数は，採用前に民間企業等に勤務した期間がある場合には，その期間を換算し，採用後の年数

に加算しています。 
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３－５ 一般行政職の級別職員数等の状況（令和 6年 4月 1日現在） ※市長部局等のみ（消防局・教育局含む）  

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

8 級 局長，区長 32 人 0.8% 

7 級 次長，部長 123 人 3.1％ 

6 級 課長 140 人 3.5％ 

5 級 課長 305 人 7.6％ 

4 級 係長 293 人 7.3％ 

3 級 係長，主任 970 人 24.2％ 

2 級 主任，主事，技師 577 人 14.4％ 

1 級 主事，技師 1,562 人 39.0％ 

（注）１ 仙台市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職名です。 

 

３－６ 職員手当の状況 

（１）期末手当・勤勉手当（令和 5 年度決算） ※市長部局等のみ（消防局・教育局含む） 

  民間企業のボーナスに当たるもので，職員の給料や勤務成績などに応じて支給されます。  

支給実績 21,091,556 千円 

１人当たり平均支給年額 1,593 千円 

支給割合 

期末手当 勤勉手当 

2.45 月分 2.05 月分 

(1.375)月分 (0.975)月分 
 

（注） （ ）内は，再任用職員に係る支給割合です。 

 

（２）退職手当 ※市長部局等のみ（消防局・教育局含む） 

退職日の給料月額に，退職事由と勤続年数に応じた支給率を乗じて計算されます。 

支給割合（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

年数等 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20 年 19.6695 月分 24.586875 月分 

勤続 25 年 28.0395 月分 33.27075 月分 

勤続 35 年 39.7575 月分 47.709 月分 

最高限度額 47.709 月分 47.709 月分 

支給実績（令和 5 年度決算） 4,101,155 千円 

１人当たり平均支給額（令和 5 年度決算）  

 自己都合 勧奨・定年 

 1,659 千円 21,411 千円 

（注） 退職手当の 1 人当たり平均支給額は，令和 5 年度に退職した全職種に係る職員に支給された平

均額です。 
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（３）地域手当（令和 6 年 4 月 1 日現在） ※市長部局等のみ（消防局・教育局含む） 

  地域の民間賃金水準をより的確に反映するために，勤務地により異なる割合で支給されます。 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 

医療職給料表（一）の適用を受ける職員 16％ 13 人 

特別区の区域に在勤する職員 18％ 17 人 

特別区の区域以外の東京都の区域に在勤する職員 12％ 0 人 

京都市および神戸市の区域に在勤する職員  10％ 0 人 

上記以外の職員  6％ 12,745 人 

 

支給実績（令和 5 年度決算） 3,203,929 千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） 240,698 円 

（注） 職員 1人当たり平均支給年額は，決算年度における支給実績（金額）を支給を受けた職員数で

除算することにより算出しています。 

 

（４）特殊勤務手当（令和 6 年 4 月 1 日現在） ※市長部局等のみ（消防局・教育局含む） 

著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務等，給与上特別の考慮を必要とするものについて支給さ

れます。 

区分 全職種 

支給実績（令和 5 年度決算） 473,543 千円 

支給職員 1 人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） 79,374 円 

職員全体に占める手当支給職員の割合 令和 5 年度  47.2％ 

手当の種類（手当数）   17 種類 

（注） 職員 1人当たり平均支給年額は，決算年度における支給実績（金額）を支給を受けた職員数で

除算することにより算出しています。 

 

（５）超過勤務手当 ※市長部局等のみ（消防局・教育局含む） 

 正規の勤務時間以外に勤務した職員に対し，1 時間当たりの給与額に一定の割合を乗じた額が，勤

務時間数に応じて支給されます。 

支給実績（令和 5 年度決算） 3,761,154 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（令和 5 年度決算） 528 千円 

支給実績（令和 4 年度決算） 3,839,029 千円 

職員 1 人当たり平均支給年額（令和 4 年度決算） 541 千円 
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（６）その他の手当 

手当名 
内容及び支給単価 

（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

支給実績 

（令和 5 年度決

算） 

支給職員 1 人当た

り平均支給年額 

（令和 5 年度決

算） 

給料の特別調整額 管理又は監督の地位にある職員に対して， 

43,600 円～146,400 円を支給（月額） 
1,029,151 千円 869,950 円 

初任給調整手当 医師・歯科医師，保健師に対して，一定期間

1,000 円～218,000 円を支給（月額） 
20,901 千円 213,276 円 

扶養手当 扶養親族 1 人につき 6,500～15,000 円を支給

（月額） 
1,046,338 千円 225,796 円 

住居手当 借家等に居住する職員に対して，27,600 円を

限度に支給（月額） 
1,102,678 千円 293,500 円 

通勤手当 通勤のため交通機関等を利用する職員に対

して，1 ヶ月に要する運賃等の額に応じて

55,000 円を限度に支給（月額） 

通勤のため交通用具を使用する職員に対し

て，距離に応じて 5,000 円～25,500 円を支給

（月額） 

1,335,082 千円 106,119 円 

単身赴任手当 遠隔地への異動に伴い単身赴任する職員に

対して，30,000 円～100,000 円を支給（月額） 
4,512 千円 564,000 円 

休日給 休日に正規の勤務時間中に勤務する場合に，

1 時間当たりの給与額の 135／100 を勤務時

間数に応じて支給 

437,584 千円 168,366 円 

夜勤手当 正規の勤務時間として 22 時から翌 5 時まで

の間に勤務する場合に，1 時間当たりの給与

額の 25／100 を勤務時間数に応じて支給 

89,265 千円 94,460 円 

管理職員特別勤務

手当 

管理職員が週休日及び休日に 2時間以上勤務

した場合もしくは深夜帯（0 時～5 時）に勤

務した場合に，1 勤務当たり 2,000 円～

18,000 円を支給 

17,939 千円 39,426 円 

義務教育等教員特

別手当 

市立学校に勤務する教諭等に対して，1,000

円～8,000 円を支給（月額） 
334,935 千円 59,396 円 

産業教育手当 工業に係る実習科目を主として担任する教

員に対して，8,000 円～31,000 円を支給（月

額） 

14,727 千円 267,764 円 

定時制通信教育手

当 

本務として定時制教育に従事する教諭等に

対して，12,000 円～26,000 円を支給（月額） 18,240 千円 260,571 円 

（注） 職員 1人当たり平均支給年額は，決算年度における支給実績（金額）を支給を受けた職員数で

除算することにより算出しています。 
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３－７ 特別職の報酬等の状況（令和 6 年 4 月 1 日現在） 

市長や議員などの特別職職員の報酬等は，市内の公共的団体の代表者等により構成される「特別職

の職員の報酬等審議会」の答申に基づき，市議会での審議を経て条例により決定されます。 

区分 給料月額等 

給

料 

市長 

副市長 

企業管理者 

教育長 

1,310,000 円 

1,020,000 円 

830,000 円 

830,000 円 

報

酬 

議長 

副議長 

議員 

1,020,000 円 

910,000 円 

840,000 円 

期

末

手

当 

市長 

副市長 

企業管理者 

教育長 

（令和 5 年度支給割合） 

6 月期 1.65 月分 12 月期 1.75 月分 計 3.4 月分 

議長 

副議長 

議員 

（令和 5 年度支給割合） 

6 月期 1.65 月分 12 月期 1.75 月分 計 3.4 月分 

退

職

手

当 

 

市長 

副市長 

企業管理者 

教育長 

（算定方式） 

給料月額×在職月数×0.54 

給料月額×在職月数×0.37 

給料月額×在職月数×0.28 

給料月額×在職月数×0.28 

（１期の手当額） 

33,955,200 円 

18,115,200 円 

11,155,200 円 

8,366,400 円 

（支給時期） 

 

任期毎 

地

域

手

当 

 

市長 

副市長 

企業管理者 

教育長 

（支給率） 

3％ 

3％ 

6％ 

6％ 

（注）退職手当の「１期の手当額」は，4月 1日現在の給料月額及び支給率に基づき，１期（4年＝48

月※教育長にあっては 3年＝36月）務めた場合における退職手当の見込み額です。 
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４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

４－１ 勤務時間の状況 

  職員の勤務時間は，原則として，月曜日から金曜日までの，午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

（1 週間当たり 38 時間 45 分）となっています。なお，児童相談所や八木山動物公園など夜間や土日

に勤務する必要のある職場に勤務する職員については，別途所属長が定めることとなっています。 

 

４－２ 超過勤務の状況 

  令和 5 年度における職員一人当たりの年間超過勤務時間は以下のとおりとなっています。 

令和 5 年度の超過勤務時間（全市平均）  

超過勤務対象職員数  8,542 人 

1 人当たり年平均超過勤務時間 210.1 時間 

 

４－３ 年次休暇の状況 

  職員には，原則として 1 年度当たり 20 日の年次有給休暇が付与されており，20 日を限度として翌

年度に繰り越すことができることとなっています。 

令和 5 年度の取得状況（全市平均） 

1 人当たり平均取得日数 15.3 日 

 

４－４ 特別休暇の概要 

  特別休暇は，職員が結婚，出産，親族の看護など特別の理由により勤務しないことが相当であると

認められる場合に取得することができます。令和 4 年度における主な特別休暇の概要は，次のとおり

です。 

種  類 概        要 

結婚休暇 職員が結婚する場合において連続する 7 日以内の日数 

妊娠障害休暇 妊娠に起因する疾病等により勤務が困難な場合における 7 日以内の日数  

産前休暇 出産予定日までの 8 週間前（多胎妊娠の場合は 14 週間前）から出産日

まで 

産後休暇 出産した翌日から 8 週間 

配偶者出産補助休暇 配偶者が出産のため入院した日等から出産の日後 2 週間までの期間に

おける 2 日以内の日数（第 2 子以降の子は 4 日以内の日数） 

健康支援休暇 生理日における 2 日以内の日数 

忌引 親族の喪に服する場合において親族の親等に応じた 10 日以内の日数 

祭日休暇 父母等の命日に当たる日に祭事等を行う場合について 1 日 

ボランティア休暇 自発的に，かつ，報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合におけ

る 5 日以内の日数 

育児時間 生後 2 年未満の乳幼児を育てる場合において 1 日 2 回各 45 分 

育児参加のための休

暇 

配偶者の出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合は 14週間）前の日から

当該出産に係る子が１歳に達する日までの期間において，当該出産に

係る子又は小学校未就学の子を養育する場合における５日以内の日数 

子の看護休暇 中学校就学前までの子を看護する場合において 5 日以内の日数(2 人以

上の場合は，10 日以内の日数) 

短期介護休暇 配偶者，父母等を介護する場合において 5 日以内の日数（2 人以上の場

合は，10 日以内の日数） 

短期家庭支援休暇 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認

められる場合において 5 日以内の日数（体外受精，顕微授精の場合は，

10 日以内の日数） 
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５ 職員の休業の状況 

 

５－１ 育児休業及び部分休業の取得状況 

  子を養育する職員の継続的な勤務を促進し，職員の福祉を増進するため，育児休業は子が 3 歳に達

する日まで，部分休業は子が小学校就学の始期に達する日まで取得することができます。 

  本市では，仕事と子育ての両立と，女性活躍を一体的に推進し，全ての職員が働きやすく，活躍で

きる職場づくりに取り組むため，次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく特定事業主

行動計画として「子育て推進・女性職員活躍推進プラン」を策定しており，同プランの中で，取得実

績の少ない男性職員に着目し，取得可能な男性職員の 35％が育児休業を取得することを目標に掲げ

ています。なお，令和 5 年度より目標を修正し，取得可能な男性職員の 85％が 1 週間以上の育児休

業を取得することを目標としています（消防局，教育局，企業局においては男性職員の 50％が 1 日以

上の育児休業を取得することを目標としています）。 

 

令和 5 年度に新たに育児休業等を取得した職員数（全市計） 

区 分 育児休業 部分休業 

男性職員 191 11 

女性職員 298 116 

合計 489 127 

 

（参考）令和 5 年度に新たに育児休業等を取得した会計年度任用職員数（全市計） 

区 分 育児休業 部分休業 

男性職員 2 0 

女性職員 34 4 

合計 36 4 

 

５－２ 自己啓発等休業の取得状況 

自己啓発等休業は，大学等における修学や国際貢献活動を希望する職員が，公務に関する能力の向

上に資すると認められる場合に取得することができます。取得できる期間は，大学等における修学の

場合は原則として 2 年，国際貢献活動の場合は 3 年の範囲内となります。令和 5 年度に新たに自己啓

発等休業を取得した職員は 1 名です。 

 

５－３ 配偶者同行休業の取得状況 

配偶者同行休業は，職員が，外国での勤務等により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者と，

当該住所又は居所において生活を共にするために取得することができます。取得できる期間は，3 年の範

囲内となります。令和 5 年度に新たに配偶者同行休業を取得した職員は 1 名です。 

 

５－４ 家庭支援休暇及び介護部分休業の取得状況 

  家庭支援休暇は，職員が配偶者，父母，子等の負傷，疾病又は老齢により介護をするため，又は不

妊治療を受けるために勤務しないことが相当であると認められる場合に，通算 6 月の範囲内で 3 回ま

で分割して取得することができます。 

介護部分休業は，介護休暇と同一の要件で，1 日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当

であると認められる場合に，連続する 3 年の期間内に取得することができます。 
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令和 5 年度に新たに家庭支援休暇等を取得した職員数（全市計） 

区 分 家庭支援休暇 介護部分休業 

男性職員 28 2 

女性職員 79 8 

合計 107 10 

 

（参考）令和 5 年度に新たに家庭支援休暇等を取得した会計年度任用職員数（全市計） 

区 分 家庭支援休暇 介護部分休業 

男性職員 2 0 

女性職員 8 3 

合計 10 3 

 

 

６ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

  分限処分及び懲戒処分は，職員が法律又は条例で定める事由に該当する場合に行われます。 

  分限処分とは，公務の能率の維持及びその適正な運営の確保の目的から，職員がその職責を十分に

果たすことができないなど一定の事由がある場合に，職員の意に反する不利益な身分上の変動をもた

らす処分です。 

 懲戒処分とは，公務における規律と秩序を維持するため，職員に職務上の義務違反その他公務員と

してふさわしくない非行があった場合に，その道義的責任を問う処分です。 

 

６－１ 処分事由別分限処分者数 

  地方公務員法で定める事由（以下の表の処分事由）がある場合，職員に対し，免職，休職，降任又

は降給の処分を行うことができます。 

令和 5 年度に行われた分限処分者数は，以下のとおりです。 

                                         （全市計） 

処分事由（根拠条項） 免職 休職 降任 降給 合計 失職 

勤務実績が良くない場合 

（法第 28 条第 1 項第 1 号） 
    0 

 

心身の故障の場合 

（法第 28 条第 1 項第 2 号，第 2 項第 1

号） 

 117   117 

 

職に必要な適格性を欠く場合 

（法第 28 条第 1 項第 3 号） 
1    1 

 

職制，定数の改廃，予算の減少により廃

職，過員を生じた場合 

（法第 28 条第 1 項第 4 号） 

    0 

 

刑事事件に関し起訴された場合 

（法第 28 条第 2 項第 2 号） 
    0 

 

条例で定める事由による場合 

（法第 27 条第 2 項） 
    0 

 

合    計 1 117 0 0 118  

（注）１ 法とは地方公務員法を指します。 

   ２ 免職とは，職員の意に反してその職を失わせる処分です。 

   ３ 休職とは，職員に職を保有させたまま一定期間職務に従事させない処分です。 
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   ４ 降任とは，現在の職より下位の職に任命する処分です。 

   ５ 降給とは，現在の給料の額よりも低い額の給料に決定する処分です。 

   ６ 条例で定める事由とは，学校，研究所等において職務に関連する学術に関する事項の調

査・研究等に従事する場合，外国の政府等の招きにより職務に関連する業務に従事する場

合，水難・火災等により生死不明となった場合です。 

   ７ 同一の者が複数回にわたって処分に付された場合は，その数を重複して計上しています。 

 

６－２ 処分事由別懲戒処分者数 

  地方公務員法で定める事由（以下の表の処分事由）がある場合，職員に対し，免職，停職，減給又

は戒告の処分を行うことができます。 

令和 5 年度に行われた懲戒処分者数は，以下のとおりです。 

 

                                      （全市計） 

処分事由（根拠条項） 免職 停職 減給 戒告 合計 

法令に違反した場合 

（法第 29 条第 1 項第 1 号） 
5 2   7 

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合 

（法第 29 条第 1 項第 2 号） 
  1  1 

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあ

った場合 

（法第 29 条第 1 項第 3 号） 

    0 

合    計 5 2 1 0 8 

（注）１ 法とは地方公務員法を指します。 

   ２ 免職とは，懲罰として職員の身分を失わせる処分です。 

   ３ 停職とは，懲罰として職員を職務に従事させない処分です。 

   ４ 減給とは，一定期間，職員の給料の一定割合を減額して支給する処分です。 

   ５ 戒告とは，職員の規律違反に対し，将来を戒める処分です。 

   ６ 同一の者が複数回にわたって処分に付された場合は，その数を重複して計上しています。 
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７ 職員の服務の状況 

 

７－１ 服務規律の遵守に関する取組 

  職員に対しては，全体の奉仕者として公共の利益のためにその職務に専念し，また，職務の内外を

問わず職全体の不名誉となるようなことは厳に慎むよう，随時指導を行っているところです。 

令和 5年度においては，平成 27年 7月に策定した「仙台市コンプライアンス行動規範集」を基に，

職場での朝礼・ミーティング等の場や，各階層別の基本研修，管理監督者への研修等において，コン

プライアンスの推進及び公務員倫理・服務規律に対する意識啓発を行いました。 

また，市長部局等では，令和 5 年 8 月及び 12 月に公務員倫理・服務規律の確保に関するセルフチ

ェックを全職員に実施するとともに，副市長から職員に対して服務規律に関する通達を発し，綱紀の

粛正に努めました。 

なお，平成 10年に制定した「仙台市職員倫理規程」により，職務の執行の公正さに対する市民の疑

惑又は不信を招くことのないよう，利害関係者等と接触する際のルールを定めています。 

他の任命権者においても，同様の取組を行っています。 

 

７－２ 在籍専従の許可状況 

 在籍専従とは，地方公務員法などに基づき，任命権者の許可を受けて，職員団体などの業務に専ら

従事することができる制度です。この場合，その許可されている間は，いかなる給与も支給されない

こととなっています。令和 5年度中における許可の状況は，以下のとおりです。 

 

区 分 許可人数 

市長部局 3 

消防局 0 

教育委員会 1 

水道局 0 

交通局 3 

ガス局 0 

市立病院 0 
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８ 職員の退職管理の状況 

 

  本市では，平成 16年度に「仙台市退職後の再就職先における活動等に関する取扱要綱」を制定し，

退職者の再就職先における営業活動の自粛や，再就職状況の公表手続等に関するルールを定め，適正

な退職管理の確保に取り組んできました。 

  その後，地方公務員法が改正され，退職管理について定められことに伴い，平成 27年度に「仙台市

職員の退職管理に関する条例」を制定し，平成 28年度からは，法や条例の定めに従い，退職管理の適

正化を図っています。 

  

令和 5 年度の管理職退職者の再就職状況 

（全市計）     

①令和 5 年度退職者総数 

（令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで） 
469 名 

② ①のうち管理職退職者の数 

（国・県等との人事交流や死亡などによる退職者を除いたもの） 
77 名 

③ ②のうち営利企業等に再就職した者の数 36 名 

（内訳） 外郭団体への再就職者 24 名 

 民間企業等への再就職者 12 名 

（参考）④ ②のうち本市において採用した者の数 24 名 

（内訳） 再任用職員 22 名 

 会計年度任用職員 2 名 

 

 

９ 職員の研修の状況 

 

  本市では，全体の奉仕者として職務を遂行する上において必要な知識，技能，態度等を修得させ，

その資質及び職務遂行能力の向上を図ることを目的として職員研修を行っており，その実施機関とし

て職員研修所を設置しています。令和 5 年度における主な研修の実績は以下のとおりです。 

 

研修区分 主な研修 
日数又は 

件数 
参加人数 

基本研修 
新規採用職員や採用 2,3,5,7 年目の職員を対象とした一般職

員研修，部長や課長を対象とした管理者研修 など 16 研修 
101 日 3,210 人 

特別研修 
対人力系，業務遂行系，政策形成系，意識改革・意識向上の 4

分野で 18 講座 
30 日 1,481 人 

派遣研修 
自治大学校，市町村アカデミー，国際文化アカデミーへの派

遣，企画提案型国内派遣研修の実施 
8 件 12 人 

自主研修 自主的な研究活動の支援や通信教育の受講援助 など 58 件 96 人 

職場研修 
各職場における業務，接遇，コンプライアンスに係る研修 な

ど 
3,640 件 129,510 人 

 （注）特別研修及び職場研修の参加人数には，再任用職員・会計年度任用職員等を含みます。 
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１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

 職員の健康の保持増進等に関しては，任命権者ごとに様々な取組を行っています。以下では，市長

部局等において行っている取組について記載しますが，他の任命権者においても同様の取組を行って

います。 

 

１０－１ 健康の保持増進 

   

（１）健康管理対策 

定期健康診断等を実施するとともに，その結果を有効に活用していくために次の事業を実施して

います。 

ア 定期健康診断 

項   目 対   象   者 受診者数

（人） 

一般定期健康診断 全職員（週 20時間未満の非常勤職員を除く） 9,314   

特別定期健康診断 衛生上有害業務に従事する者 1,757  

 （注）受診者数等には，消防局，教育局の職員（学校勤務の者を除く）を含みます。 

イ 健康診断事後指導 

ウ 一般健康相談 

 

（２）メンタルヘルス対策 

     職員のストレス要因の増加に伴うメンタルヘルス対策として，メンタルヘルスに関する理解と知

識の普及，職員の状態に応じた適切な指導のために次の事業を実施しています。 

ア メンタルヘルス研修会 

    イ メンタルヘルス相談 

    ウ ストレスチェック 

 

（３）業務等に応じた健康管理対策 

   多様な業務等に対応した健康管理対策として，次の事業を実施しています。 

ア 特殊健康診断 

   有機溶剤業務従事者健康診断，電離放射線業務従事者健康診断，特定化学物質業務従事

者健康診断，情報機器業務従事者健康診断，腰痛健康診断，皮膚健康診断，トキソプラズ

マ症健康診断，石綿健康診断，Ｂ型肝炎抗体検査及びワクチン接種，クォンティフェロン

検査 

                  受診者数 5,481人 

    イ 情報機器作業管理者講習会 

    ウ 腰痛予防講習会 

エ 過重労働による健康障害防止のための保健指導 

 

１０－２ 安全管理 

各局・区及び法定事業場に総括安全衛生管理者，安全管理者，衛生管理者等を選任するとともに，

これら全体を統括管理する仙台市総括安全衛生管理者を選任し，職員の安全衛生管理の徹底を図る組

織体制を整備しています。また，これら管理者等の能力向上のための研修を定期的に実施しています。 

更に，仙台市中央安全衛生委員会，各局・区及び一定の職場ごとの安全衛生委員会を設置し，職場

の安全衛生及び健康管理の問題について調査審議し，その推進を図っています。 

なお，令和 5年度における公務災害･通勤災害の認定件数は，197件（前年度比+10件）でした。 
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１０－３ 職員互助会の設置 

地方公務員法第 41 条の趣旨を踏まえ，職員の相互扶助による福利増進を目的として，条例に基づ

き職員互助会を設置しています。 

職員互助会では，職員の健康増進や元気回復，生活の安定を図るため，職員から徴収する掛金によ

り下記の事業等を実施しています。 

  

令和 5年度事業内容 

ア 健康増進及び元気回復 

項  目 概     要 

健康増進 人間ドック補助金 

元気回復 レジャー施設利用補助 

イ 保険，年金及び共済 

項  目 概     要 

保  険 互助会グループ保険，全国市長会任意共済保険等 

年  金 互助会グループ年金，全国市長会個人年金共済等 

共  済 都市生協火災共済・自動車共済 

   ウ 慶弔時等の給付 

項  目 概     要 

祝  金 結婚祝金，出産祝金，入学・卒業祝金，勤続祝金，脱会金，給付調整金，

永年勤続記念旅行補助 

弔 慰 金 弔慰金 

医療その他 傷病見舞金，休業手当金 ，育児休業給付金，退職後医療互助事業，両立

支援助成金 

                   

 


